


別紙

（凡例）

「改正府令」 ：道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正

する内閣府令（令和６年内閣府令第61号）

「改正規則」 ：警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講

習等に関する規則等の一部を改正する規則（令和６年国

家公安委員会規則第９号）

「工程表」 ：「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る

工程表」（2022年12月21日デジタル臨時調査会決定）

第１ 趣旨

令和４年６月、デジタル臨時行政調査会において「デジタル原則に照ら

した規制の一括見直しプラン」が決定され、我が国における全ての法令に

ついて、７項目のアナログ規制（「目視規制」、「実地監査規制」、「定

期検査・点検規制」、「常駐・専任規制」、「対面講習規制」、「書面掲

示規制」及び「往訪閲覧・縦覧規制」）等に該当する条項について見直し

を行い、デジタル化を妨げるアナログ規制を一掃することとされた。

また、各法令の条項における見直しの時期や方法等について工程表が策

定された。

以上を踏まえ、工程表において令和６年６月までに見直しを完了するこ

ととされている法令の条項であって、内閣府令又は国家公安委員会規則に

より措置することとされているものについて、所要の規定の整備を行うこ

ととした。

第２ 改正府令等の内容

１ 改正府令

道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）及び警備業法施行規則

（昭和58年総理府令第１号）について、下記(1)から(3)までの改正を行う

など、所要の規定を整備した。

(1) 書面掲示に係る規定の改正

道路交通法施行規則の一部を改正し、都道府県公安委員会の掲示板へ

の掲示により行うこととされている公示について、インターネットの利

用により行うことを可能とした。

(2) 専任に係る規定の改正

警備業法施行規則の一部を改正し、基地局ごとに専任の者を置くこと

とされている機械警備業務管理者について、一定の条件を満たす場合に

は、兼任の者を置くことを可能とした。

(3) その他所要の改正

警備業法施行規則の一部を改正し、警備業法（昭和47年法律第117

号）第12条に規定する届出書の様式を定めた。

２ 改正規則

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規

則（昭和58年国家公安委員会規則第２号）、風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律施行規則（昭和60年国家公安委員会規則第１号）、

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規

則第４号）及び警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会



規則第20号）について、下記(1)から(4)までの改正を行うなど、所要の規

定を整備した。

(1) 書面掲示に係る規定の改正

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正し、都道府

県公安委員会の掲示板への掲示により行うこととされている公示につい

て、インターネットの利用により行うことを可能とした。

(2) 専任に係る規定の改正

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を

改正し、営業所ごとに専任の者を置くこととされている管理者につい

て、一定の条件を満たす場合には、兼任の者を置くことを可能とした。

(3) 対面講習に係る規定の改正

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する

規則及び警備員等の検定等に関する規則の一部を改正し、対面で実施す

ることが想定されている講習について、オンラインにより実施すること

を可能とした。

(4) その他所要の改正

警備員等の検定等に関する規則の一部を改正し、合格証明書の住所欄

を削除した。

３ 経過措置

改正府令又は改正規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）

により使用されている書類は、当分の間、それぞれ改正府令又は改正規則

による改正後の様式によるものとみなすこととし、また、旧様式による用

紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることと

した。（改正府令附則第２条及び改正規則附則第２条）

４ 施行期日

公布の日から施行することとした。

第３ 参考

各業における運用上の留意事項等については、所管部局から別途指示す

ることを予定している。

（参考資料）

○ 道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令（令

和６年内閣府令第61号）の官報の写し

○ 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則

等の一部を改正する規則（令和６年国家公安委員会規則第９号）の官報の写し



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
内
閣
府
令
第
六
十
一
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
十
五
条
及
び
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第

二
百
七
十
号
）
第
四
十
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
及
び
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄





道
路
交
通
法
施
行
規
則
及
び
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
公
示
の
方
法
）

（
公
示
の
方
法
）

第
三
十
一
条
の
四
の
四

令
第
四
十
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
の
四
の
四

令
第
四
十
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分（﹇

﹈
で
注
記
し
た
項
番
号
を
含
む
。）に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
死
亡
等
の
届
出
）

（
死
亡
等
の
届
出
）

第
二
十
五
条

﹇
１
﹈

法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
八
号

の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
五
条

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

２

前
項
の
届
出
書
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
主
た
る
営
業
所
の
所

在
地
の
所
轄
警
察
署
長
（
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
営
業

所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警
察
署

長
）
を
経
由
し
て
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
当
該
事
由
の
発
生
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
１
﹈

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
書
の
提
出
に
あ
つ
て
は
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
（
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の

提
出
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警
察
署
長
）
を
経
由
し
て
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書

の
提
出
に
あ
つ
て
は
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、

当
該
事
由
の
発
生
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
選
任
）

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
選
任
）

第
六
十
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
は
、
基
地
局
ご
と
に
専

任
の
機
械
警
備
業
務
管
理
者
と
し
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
の
機
械
警
備
業
者
に
係
る
二

以
上
の
基
地
局
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
基
地
局
に
係
る
警
備
業
務
対
象
施
設
の
数
の
合
計
数
が
五
千
以
下

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
二
以
上
の
基
地
局
を
通
じ
て
一
人
の
機
械
警
備
業
務
管
理
者
を
置
く
こ
と
に
つ
き
そ
れ

ぞ
れ
の
基
地
局
に
お
け
る
次
条
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
支
障
が
な
い
も

の
と
し
て
当
該
二
以
上
の
基
地
局
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
（
当
該
公
安
委
員

会
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
公
安
委
員
会
）
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
専
任
の
機
械
警
備
業

務
管
理
者
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
六
十
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
は
、
基
地
局
ご
と
に
専

任
の
機
械
警
備
業
務
管
理
者
と
し
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



﹇
様
式
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

（
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

第
五
条

指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
一
号
。
以
下「
府
令
」

と
い
う
。）第
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

﹇
同
上
﹈

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

備
考

備
考

一

指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
方
法
（
電
気

通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。）に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
を

使
用
し
て
行
う
講
習
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

一

指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
八
項
、
第
二
十
三
条
第
六
項
、
第
二
十
八
条
及
び
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
十
一
項
及
び
第
四
十
八
条
並
び
に
警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
一
号
）
第
五
十
条
第
四
項
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

松
村

祥
史





ハ

受
講
者
の
指
導
教
育
責
任
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
）

（
現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
）

第
九
条

﹇
１
・
２

略
﹈

第
九
条

﹇
１
・
２

同
上
﹈

３

現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
警
備
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

﹇
同
上
﹈

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

備
考

備
考

一

現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
方
法（
電

気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。）に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線

を
使
用
し
て
行
う
講
習
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

一

現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ハ

受
講
者
の
指
導
教
育
責
任
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

第
十
一
条

法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
は
、
府
令
第
六
十
一
条
各

号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

講
習
時
間
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

﹇
同
上
﹈

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

備
考

備
考

一

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
は
、
教
本
、視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
方
法（
電

気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。）に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線

を
使
用
し
て
行
う
講
習
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

一

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



ハ

受
講
者
の
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
許
可
申
請
書
等
の
提
出
）

（
許
可
申
請
書
等
の
提
出
）

第
一
条

﹇
１
・
２

略
﹈

第
一
条

﹇
１
・
２

同
上
﹈

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所

の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
同
項
各
号
の
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
又
は
一
の

警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
二
以
上
の
営
業
所
に
つ
い
て
同
時
に
風
俗
営
業
者
若
し
く
は
特
定
遊
興
飲
食
店

営
業
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
風
俗
営
業
若
し
く
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理

者
の
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
に
係
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第

一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
の
う
ち
同
一
の

内
容
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
こ
れ
ら
の
申
請
書

又
は
届
出
書
の
い
ず
れ
か
一
通
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所

の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
同
項
各
号
の
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
又
は
一
の

警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
二
以
上
の
営
業
所
に
つ
い
て
同
時
に
風
俗
営
業
者
若
し
く
は
特
定
遊
興
飲
食
店

営
業
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
の
変
更
に
係
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
法
第
二
十
七

条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
の
う
ち
同

一
の
内
容
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
こ
れ
ら
の
申

請
書
又
は
届
出
書
の
い
ず
れ
か
一
通
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
）

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
専
任
の
管
理
者

と
し
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
の
風
俗
営
業
者
に
係
る
二
以
上
の
営
業
所
に
お
い
て
、
当

該
二
以
上
の
営
業
所
が
相
互
に
接
し
、
そ
の
間
を
客
が
自
由
に
往
来
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
二

以
上
の
営
業
所
を
通
じ
て
一
人
の
管
理
者
を
置
く
こ
と
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
営
業
所
に
お
け
る
第
三
十
八
条
に

規
定
す
る
管
理
者
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
当
該
二
以
上
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
公
安
委
員
会
（
当
該
公
安
委
員
会
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
公
安
委
員
会
）
の
承
認
を

受
け
た
と
き
は
、
専
任
の
管
理
者
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
専
任
の
管
理
者

と
し
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
等
）

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
等
）

第
九
十
七
条

第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
九
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
（
第
三
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。）」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
七
条

第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
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令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
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令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
検
定
の
通
知
等
）

（
検
定
の
通
知
等
）

第
九
条

﹇
１
〜
３

略
﹈

第
九
条

﹇
１
〜
３

同
上
﹈

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
検
定
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
行
い
、
当
該
期
間
が
満
了
し
た
後
に
お
い
て
は
、
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
に
お
け

る
簿
冊
の
備
付
け
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
検
定
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
掲
示

し
て
行
い
、
当
該
期
間
が
満
了
し
た
後
に
お
い
て
は
、
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
に
お
け
る
簿
冊
の
備
付

け
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
定
の
取
消
し
）

（
検
定
の
取
消
し
）

第
十
一
条

﹇
１
〜
３

略
﹈

第
十
一
条

﹇
１
〜
３

同
上
﹈

４

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
別
記
様

式
第
十
九
号
の
検
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
当
該
検
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
定
取
消
し
の
通

知
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
示
し
、
第
九
条
第
四
項

に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
し
た
後
の
公
示
に
つ
い
て
当
該
検
定
が
取
り
消
さ
れ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

４

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
別
記
様

式
第
十
九
号
の
検
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
当
該
検
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
公
安
委
員
会
の
掲
示

板
に
検
定
取
消
し
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
掲
示
し
て
公
示
し
、
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
掲

示
の
期
間
の
満
了
し
た
後
の
公
示
に
つ
い
て
当
該
検
定
が
取
り
消
さ
れ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
を

と
る
も
の
と
す
る
。

５

﹇
略
﹈

５

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る

複
数
の
規
定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を
含
む
。）に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
学
科
試
験
等
の
科
目
等
）

（
学
科
試
験
等
の
科
目
等
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
六
条

﹇
同
上
﹈

２

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
使
用
し
て
行
う
試
験
に
よ
り
行
う
も

の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成

績
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

﹇
３
〜
５

略
﹈

﹇
３
〜
５

同
上
﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
講
習
会
の
実
施
基
準
）

（
講
習
会
の
実
施
基
準
）

第
十
七
条

法
第
二
十
八
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
十
七
条

﹇
同
上
﹈

一

講
習
会
は
、
検
定
の
級
ご
と
に
講
習
（
学
科
講
習
（
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
以

下
同
じ
。）及
び
実
技
講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
試
験
（
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

講
習
会
は
、
検
定
の
級
ご
と
に
講
習
（
学
科
講
習
及
び
実
技
講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
試
験
（
学

科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
二
・
三

略
﹈

﹇
二
・
三

同
上
﹈

四

一
級
の
講
習
は
別
表
第
三
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教
本
（
当
該
教
本
が
電
磁
的
記
録
（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
っ
て
作

成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
七
号
に
お
い
て
同

じ
。）を
、
二
級
の
講
習
は
別
表
第
四
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教
本
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
実
施

す
る
こ
と
。

四

一
級
の
講
習
は
別
表
第
三
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教
本
を
、
二
級
の
講
習
は
別
表
第
四
の

第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教
本
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
実
施
す
る
こ
と
。

五

電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
学
科
講
習
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

受
講
者
の
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

講
師
は
、
講
習
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
適
切
に
応
答
す
る
こ
と
。

五

講
師
は
、
講
習
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
講
習
中
に
適
切
に
応
答
す
る
こ
と
。

七

﹇
略
﹈

六

﹇
同
上
﹈

八

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
使
用
し
て
行
う
試
験
に
よ
り
行
う

も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

七

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

成
績
で
あ
る
こ
と
。

九

学
科
試
験
は
、
必
要
な
数
の
監
督
員
の
適
切
な
配
置
そ
の
他
の
学
科
試
験
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

学
科
試
験
は
、
必
要
な
数
の
監
督
員
を
適
切
に
配
置
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
〜
十
五

﹇
略
﹈

九
〜
十
四

﹇
同
上
﹈

﹇
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。﹈

（
府
令
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
等
）

（
府
令
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
等
）

第
十
九
条

﹇
略
﹈

第
十
九
条

﹇
同
上
﹈

２

府
令
第
五
十
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙
及
び
答
案

用
紙
（
当
該
問
題
用
紙
及
び
答
案
用
紙
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁

的
記
録
を
含
む
。）と
す
る
。

２

府
令
第
五
十
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙
及
び
答
案

用
紙
と
す
る
。

（
府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
）

（
府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
条

府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙

（
当
該
問
題
用
紙
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。）と

す
る
。

第
二
十
条

府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙

と
す
る
。
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備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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